
○ 介護に関する入門的研修事業（新規）
○ 介護助手採用モデル事業（拡充）
○ 島しょ地域介護人材確保対策事業（拡充）

○ 介護ロボット導入支援事業（新規）
○ 介護職員産休代替職員配置支援事業

平成31年度主要事業について

資料

沖縄県こども生活福祉部
高齢者福祉介護課　在宅福祉班

介護人材の確保

労働環境の改善



介護に関する入門的研修事業

＜ 事業イメージ ＞

研修実施機関

※介護未経験者等の介護分野への
参入へ参加を呼びかけ

介護職・介護助手として従事

特養やデイサービスなど

・定年退職予定者
・中高年齢者
・主婦
・地域住民
・学生 等

研修への参加

研修修了者と事業所とのマッチング

入門的研修実施
（受講料無料）

○ 介護未経験者の介護分野への参入のきっかけを作るとともに、参入障壁となっている介護に関する様々な不
安を払拭するため、介護業務の入門的な知識・技術の修得のための研修を導入し、介護人材のすそ野を拡げ、
中高年齢者など多様な人材の参入を促進する。

○ 具体的には、事業実施団体において、求職者や退職を控えた方などへの研修の参加を呼びかけるとともに、
入門的研修の実施から研修受講後の介護施設・事業所とのマッチングを行い、介護分野での雇用につなげて
いく。
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H31新規事業（予定）

事業目的・成果

沖縄県

委託

研修内容及び時間数

主な対象者

その他

介護に関する基礎知識など計21時間

○定年退職予定者
○中高年齢者
○子育てが一段落した者
○地域住民等

介護職員初任者研修・生活援助従事
者研修課程の科目一部免除が可能



介護助手採用モデル事業（継続事業）

●介護の現場において、介護福祉士等が専門的な業務に専念できる環境を築き、介護職員の負担軽減を図ることを目的に、介護施設
等で身体的介助を行わない周辺的業務に従事する者（以下「介護助手」という。）の採用促進を図る。

事業の目的・実現すべき成果

（事業所側）
●高齢者人口の増加に伴い、2025年に全国で約35万人、
本県でも4,500人の介護人材が不足すると推計。少子化に
よる労働人口の減少や、介護職が抱える様々な課題等の
影響もあり、介護人材の確保は喫緊の課題。

●介護現場では、介護専門職（介護福祉士等）が担う専門
的な業務以外にも、多くの周辺業務（食事の配膳、ベッドメ
イク、選択、清掃等）があり、介護現場の負担となっている
現状がある。

（求職者側）

●介護の仕事に対するネガティブなイメージを払拭するた
め、仕事の内容ややりがい等を知ってもらう必要がある。

課題・問題点等

●介護助手の活用策等について事業所向けセミナーの開催
●介護助手を導入する事業所の取組を支援
・モデル事業所の募集/決定
（対象：H30特養及び老健施設→H31介護サービス事業所）
・介護助手として働くことを希望する者への募集広告
※H30は求職者向け説明会も開催
・受入先事業所に対する要した費用への補助（人件費）
・各事業所取組の取りまとめ
【モデル事業所】
・対象事業所：１５事業所×最大２人
・参加者に従事させる業務内容の検討
・３ヶ月程度の雇用※事業終了後も継続雇用されることが目標
・効果等の検証・報告
●県ＨＰ等での各事業所取組の公表

事業内容

事業スキーム

沖
縄
県

介
護
労
働

安
定
セ
ン
タ―

①事業所向けセミナーの開催
各
事
業
所

②受入事業所の募集/決定

⑧各事業所取組のとりまとめ

・一般求職者

・入門的研修
修了者
（H31開始)④参加申込み

⑤事前の職場見学、説明会
⑥３ヶ月程度の雇用
⑦効果等の検証・報告

委託

③参加者の募集広告

⑨受入事業所への人件費等補助 障害者就労支
援事業所等

④-2 委託
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ⅰ補助額

１機器につき補助額３０万円。ただし６０万円未満のものは価格に２分の１を乗じて得
た額が上限。
ⅱ一回当たりの限度台数
・施設・居住系サービスは、利用定員数を１０で除した数を限度台数とする。
・在宅系サービスは、利用定員数を２０で除した数を限度台数とする。
ⅲ介護ロボット導入計画との関係
一計画につき、一回の補助とする。

介護ロボット導入支援事業

○介護ロボットは介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化に資する新たな技術が活用されており、介護従事者が継続
して就労するために有効であるが、市場化されて間もない状況にあるものが多く、価格が高額である。

そのため、広く一般の介護事業所における取組みの参考となるよう先駆的な取組みに対して支援を行うことで、介護環境の改善
に即効性を持たせるとともに、介護人材確保に繋げることを目的とする。

介護保険施設・事業所

利用者

沖縄県

介護従事者

・介護従事者負担軽減のための介護ロボット導入計画の作成
＜記載内容＞

➢達成すべき目標 ➢導入すべき機種 ➢期待される効果等とし、実際の活用
モデルを示すことで他の介護施設等の参考となるべき内容であること。（３年計
画）

・日常生活支援における①移乗支援、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュニ
ケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援で利用する介護ロボットが対象。

・ロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロ
ボット
・販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

・交付申請

・介護従事者負担軽減のための介
護ロボット導入計画書

介護ロボット
の導入

交付

負担軽減・効率化

サービス提供

H31新規事業（予定）
事業目的・成果

対象範囲

補助額等

事業の流れ

※職能団体を
介しての補助も想定中
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介護職員産休代替職員配置支援事業（継続事業）

●介護施設等で勤務する介護職員等が出産又は傷病のため、長期にわたって継続的に休暇を必要とする場合、当該介護職員等の職
務を行う代替職員を臨時的に配置するために必要な費用を補助することで、介護職員等の母体の保護又は専心療養の保障に努め、職
場環境の改善及び介護サービス利用者の処遇の確保を図る。

事業の目的・実現すべき成果

●高齢者人口の増加に伴い、2025年に全国で約35万人、本
県でも4,500人の介護人材が不足すると推計。少子化による
労働人口の減少や、介護職が抱える様々な課題等の影響も
あり、介護人材の確保は喫緊の課題。

●介護人材の確保にあたり、出産等に伴う離職を防止し、安
心して働ける環境を整備することで、職員の定着を図る必要
がある。

課題・問題点等

●介護サービス事業所に対して、産休又は病休代替職員配置
に要する経費の補助
⑴ 補助対象期間
・産休：出産予定日の８週間（多胎妊娠は14週間）前から

産後８週間を経過する日まで
・病休：病休開始30日経過後から60日を経過する日まで

⑵ 補助額は1日あたり7,600円以内

事業内容

事業スキーム

沖
縄
県

介
護
事
業
所

※産休又は病休職員に対し、休業期間中、賃金の全額を
支給している必要があります。

②補助

①申請
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